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「多重債務者相談強化キャンペーン2009」における相談状況の調査

調査概要：

平成21年9月1日から12月31日までの間に設けられた「多重債務者相談強化キャ
ンペーン2009」 では、都道府県と当該都道府県の弁護士会、司法書士会が共同

で多重債務者向けの無料相談会を開催した。

「多重債務者相談強化キャンペーン2009」の成果や都道府県の多重債務問題へ

の取組状況等について把握するため、調査を実施。

調査対象：

都道府県

調査方法：

質問について回答票に記入、提出する形で実施。

注）昨年度のデータが記載されていないものは、今年度から実施した質問
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Ｑ１・Ｑ２．キャンペーン期間中に開催した無料相談会の回数・無料相談会での相談件数

○ 全都道府県の合計開催数： 1481件

○ 全都道府県の合計相談件数： 5084件（昨年度： 6393件）

①電話のみによる
相談件数

②窓口による相談
件数
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①新聞・広報紙・ちらし

②ポスターで知った

③インターネットで知った

④テレビやラジオで知った

⑤ＡＴＭの画面広告

⑥家族や知人に聞いた

⑦他部署・他機関からの紹介

⑧その他

Ｑ３．相談者が無料相談会の開催を知ったきっかけ

※無料相談会に訪れた相談者（4,713人）を対象。複数回答可
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Ｑ４．「多重債務者相談強化キャンペーン」期間中に開催した無料相談会の広報活動

○ 自治体の広報紙に無料相談会の開催予定等を掲載した都道府県： 38（昨年度： 40）

○ 上記以外の広報活動を行った都道府県： 42（昨年度： 40）

○ 特段の広報活動を行わなかった都道府県： 0（昨年度： 0）

＜広報活動の例＞

・ 都道府県ウェブサイト・メールマガジンでの情報提供

・ 報道機関へのプレスリリース

・ テレビ、ラジオ、新聞を利用した広報

・ ポスターの掲示

・ チラシ、リーフレット、広報用ポケットティッシュの作成、配布
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Ｑ５．都道府県から寄せられた多重債務者相談業務に係る現状の問題点や今後についての主な意見

キャンペーンに関する意見

○ 本キャンペーンにより県内市町村の無料相談会の情報を共有化する機会を持つこと
ができ、相談対応の充実につなげられたことは、とても良かったと思う。今後もキャン
ペーンの継続をお願いしたい。

○ 弁護士の方から、指導・助言をいただいたり、情報交換をする貴重な機会となっており、
相談業務を行う上で非常に役立っている。

○ 現在、行政や関係機関での相談に対する取組みは強化されており、弁護士や司法書
士による無料相談会を通年で実施している行政機関、関係機関も多いため、キャン
ペーンの枠組みでの無料相談会の開催については、見直しの余地がある。

多重債務相談業務全般に関する意見

○ 広報誌で相談日程を載せているが、相談件数の掘り起こしのためには、国のほうでメ

ディアを通じて市町村の窓口で相談するように啓発してほしい。

○ 地域的に相談業務サービスに格差があると思われるため、関係機関が主体となり、年
間を通した定期的な巡回相談の開催が望まれる。

○ 最近の多重債務者の相談内容は過払いなど複雑なものが増えていること、及び多重
債務者の生活再建をどう支援していくのかなど、さらに一歩踏み込んだ対応が求めら
れてきている。


